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 ドイツのファッションの小売業者とイタリアの衣類製造業者は、1988年、様々なファッ
ション物品を売るため、契約を結んだ。買主は、以下のように主張し支払いを拒絶した。

物品の粗末な出来栄えと適切でない型について、受領後八日経過以内に（2 回目の受領後
12日以内に）通知をなしたと。 
 
 ドイツの国際私法に従い、裁判所は、CISGを、契約締結時において効力を生じていたイ
タリアの法として適用した。裁判以下のように判決をくだした。買主は、通知以降、グッ

ズの不適合を当てにする権利を失った。裁判所は、仮に、通知が主張どおりに送れていた

としても、それは物品の瑕疵を正確に特定するものではなかったため、買主は、物品の不

適合に依拠する権利を失ったものと判示した。 


